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○
内
閣
府

法
務
省
令
第

号

事
業
性
融
資
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
五
十
二
号
）
第
六
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
事
業
性

融
資
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
第
六
十
八
条
第
四
項
の
署
名
又
は
記
名
押
印
に
代
わ
る
措
置
に
関
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。令

和
七
年

月

日

内
閣
総
理
大
臣

石
破

茂

法
務
大
臣

鈴
木

馨
祐

事
業
性
融
資
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
第
六
十
八
条
第
四
項
の
署
名
又
は
記
名
押
印
に
代
わ
る
措
置
に
関
す
る
規
則

１

事
業
性
融
資
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
（
次
項
及
び
附
則
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
十
八
条
第
四
項
に
規
定
す

る
内
閣
府
令
・
法
務
省
令
で
定
め
る
署
名
又
は
記
名
押
印
に
代
わ
る
措
置
は
、
電
子
署
名
と
す
る
。

２

前
項
に
規
定
す
る
「
電
子
署
名
」
と
は
、
電
磁
的
記
録
（
法
第
九
条
第
四
項
に
規
定
す
る
電
磁
的
記
録
を
い
う
。
）
に
記

録
す
る
こ
と
が
で
き
る
情
報
に
つ
い
て
行
わ
れ
る
措
置
で
あ
っ
て
、
次
の
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
を
い
う
。

一

当
該
情
報
が
当
該
措
置
を
行
っ
た
者
の
作
成
に
係
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。



2 

二

当
該
情
報
に
つ
い
て
改
変
が
行
わ
れ
て
い
な
い
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

附

則

こ
の
命
令
は
、
法
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


